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９月23日〜10月22日

森
会
長
ほ
か
地
方
六
団
体
会
長
等
が
、 

「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
」の
法
制
化
等
地
域
主
権 

改
革
３
法
案
の
早
期
成
立
等
に
つ
い
て 

片
山
総
務
大
臣
等
に
面
談
の
う
え
要
請

　

９
月
24
日
、
森
会
長
ほ
か
地
方
六
団
体
の
会
長
等
は
、

菅
改
造
内
閣
で
新
た
に
就
任
さ
れ
た
総
務
省
の
片
山
大

臣
、
平
岡
副
大
臣
、
鈴
木
副
大
臣
、
内
山
政
務
官
、
逢
坂

政
務
官
と
面
談
し
、
就
任
の
挨
拶
を
行
う
と
と
も
に
現
在

継
続
審
議
と
な
っ
て
い
る「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
」の
法

制
化
等
地
域
主
権
改
革
３
法
案
の
早
期
成
立
等
の
要
請
を

行
っ
た
。
そ
の
後
、
森
会
長
は
鈴
木
副
大
臣
と
面
談
し
、

同
趣
旨
の
要
請
を
行
っ
た
。

　

ま
た
、
同
日
、
地
方
六
団
体
の
代
表
者
は
、
民
主
党
の

玄
葉
政
策
調
査
会
長（
国
家
戦
略
担
当
大
臣
）、
自
民
党
の

谷
垣
総
裁
、
小
池
総
務
会
長
、
逢
沢
国
会
対
策
委
員
長
、

佐
藤
国
会
対
策
副
委
員
長
と
面
談
し
、「
国
と
地
方
の
協

議
の
場
」
の
法
制
化
等
地
域
主
権
改
革
３
法
案
の
早
期
成

立
等
を
要
請
し
た
。

［
企
画
調
整
室
］

「
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
検
討
会
議 

作
業
グ
ル
ー
プ 

基
本
制
度
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム 

（
第
１
回
）」に
社
会
文
教
委
員
長
の 

倉
田
・
池
田
市
長
が
出
席

　

９
月
24
日
、「
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
検
討
会

議
作
業
グ
ル
ー
プ 

基
本
制
度
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
」（
座

長
：
末
松
・
内
閣
府
副
大
臣
）
の
初
会
合
が
開
催
さ
れ
、

本
会
か
ら
委
員
と
し
て
社
会
文
教
委
員
長
の
倉
田
・
池
田

市
長
が
出
席
し
た
。

　

会
合
で
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
の
基
本

設
計
を
議
題
と

し
て
意
見
交
換

が
行
わ
れ
た
。

倉
田
・
池
田
市

長
か
ら
は
、
基

本
制
度
ワ
ー
キ

ン
グ
チ
ー
ム
に

参
画
す
る
政
府

関
係
者
及
び
同

ワ
ー
キ
ン
グ

チ
ー
ム
の
組
織
的
な
位
置
付
け
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

国
が
財
源
を
確
保
し
な
い
限
り
、
地
方
自
治
体
に
サ
ー

ビ
ス
給
付
に
係
る
裁
量
の
余
地
が
な
い
な
ど
の
発
言
を

行
っ
た
。

［
社
会
文
教
部
］

民
主
党「
税
制
改
正
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー
ム
総
会
」 

で
、
鈴
木
・
浜
松
市
長
が
、 

平
成
23
年
度
都
市
税
制
改
正
に
つ
い
て
要
請

　

10
月
５
日
、
鈴
木
・
浜
松
市
長
（
都
市
税
制
調
査
委
員

会
委
員
）は
、
民
主
党「
税
制
改
正
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー

ム
」（
座
長
：
中
野
寛
成
衆
議
院
議
員
）の
総
会
に
出
席
し
、

都
市
自
治
体
の
立
場
か
ら
、
平
成
23
年
度
税
制
改
正
に
関

す
る
要
請
を
行
っ
た
。

　

具
体
的
に
は
、
本
会
の
「
平
成
23
年
度
都
市
税
制
改
正

に
関
す
る
意
見
」（
平
成
22
年
８
月
）
に
基
づ
き
、
①
税
源

移
譲
に
よ
る
国
・
地
方
の
税
源
配
分
の
当
面「
５
：
５
」の

実
現
を
図
る
と

と
も
に
、
地
方

消
費
税
の
充
実

な
ど
に
よ
り
、

偏
在
性
が
少
な

い
安
定
的
な
地

方
税
体
系
を
構

築
す
る
こ
と
、

②
環
境
関
連
税

制
の
導
入
に
当

た
っ
て
は
、
都
市
自
治
体
の
環
境
施
策
に
果
た
し
て
い
る

役
割
等
に
応
じ
た
税
財
源
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
自
動

車
関
係
諸
税
率
に
つ
い
て
は
、
代
替
財
源
を
示
さ
な
い
限

り
現
行
水
準
は
維
持
す
る
こ
と
、
③
国
の
施
策
と
し
て
法

人
実
効
税
率
を
引
下
げ
る
場
合
、
地
方
減
収
と
な
ら
ぬ
よ

う
国
の
責
任
に
お
い
て
確
実
に
財
源
措
置
を
講
じ
る
と
と

も
に
、
地
方
交
付
税
に
も
影
響
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
、
④
大
都
市
の
事
務
配
分
に
見
合
っ
た
税

制
上
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
、
⑤
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
つ

い
て
は
現
行
制
度
を
堅
持
す
る
こ
と
、
⑥
航
空
機
燃
料
譲

与
税
の
必
要
財
源
は
維
持
確
保
す
る
こ
と
、
に
つ
い
て
実

現
が
図
ら
れ
る
よ
う
強
く
要
請
し
た
。 

 

［
財
政
部
］

民
主
党「
税
制
改
正
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー
ム
総
会 

（
地
球
温
暖
化
対
策
税
検
討
小
委
員
会
総
会
）」で
、 

髙
橋
・
高
岡
市
長
が
、
地
球
温
暖
化
対
策
税
及
び 

自
動
車
関
係
諸
税
に
つ
い
て
要
請

　

10
月
６
日
、
髙
橋
・
高
岡
市
長
（
都
市
税
制
調
査
委
員

会
副
委
員
長
）は
、
民
主
党「
税
制
改
正
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・

チ
ー
ム（
地
球
温
暖
化
対
策
税
検
討
小
委
員
会
）」（
小
委
員

長
・
中
塚
一
宏
衆
議
院
議
員
）
の
総
会
に
出
席
し
、
都
市

自
治
体
の
立
場
か
ら
、
地
球
温
暖
化
対
策
税
及
び
自
動
車

関
係
諸
税
に
つ
い
て
要
請
を
行
っ
た
。

　

具
体
的
に
は
、
本
会
の
「
平
成
23
年
度
都
市
税
制
改
正

に
関
す
る
意
見
」（
平
成
22
年
８
月
）
に
基
づ
き
、
地
球
温

暖
化
対
策
に
係
る
税
に
つ
い
て
は
、
①
地
方
公
共
団
体
が

自
主
的
に
地
球

温
暖
化
対
策
が

講
じ
ら
れ
る
よ

う「
地
方
税
」と

し
て
創
設
す
る

こ
と
、
②
地
球

温
暖
化
対
策
の

た
め
に
揮
発
油

に
課
税
す
る
税

（
国
税
）
を
新
た

に
創
設
す
る
場
合
、
現
在
、
地
方
公
共
団
体
に
全
額
配
分

さ
れ
て
い
る
現
行
の
地
方
揮
発
油
譲
与
税
の
仕
組
み
の
存

続
及
び
総
額
の
確
保
を
図
る
こ
と
、
③
国
税
と
し
て
地
球

温
暖
化
対
策
の
た
め
の
税
を
新
た
に
創
設
す
る
場
合
、
地

方
公
共
団
体
の
地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
の
様
々
な
取
組

に
寄
与
す
る
配
分
に
つ
い
て
も
配
慮
す
る
こ
と
、
に
つ
い

て
要
請
し
た
。

　

ま
た
、
自
動
車
関
係
諸
税
に
つ
い
て
は
、
軽
自
動
車
の

大
型
化
・
高
性
能
化
及
び
自
動
車
税
と
の
負
担
の
均
衡
を

考
慮
し
、
軽
自
動
車
税
の
標
準
税
率
を
見
直
す
こ
と
に
つ

い
て
要
請
し
た
。

 

［
財
政
部
］

第
４
回
事
実
上
の「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
」を 

開
催
し
、
森
会
長
が
出
席

　

10
月
７
日
、
第
４
回
の
事
実
上
の
「
国
と
地
方
の
協
議

の
場
」を
開
催
し
、
本
会
か
ら
は
森
会
長
が
出
席
し
た
。
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会
議
に
は
、
森
会
長
を
は
じ
め
地
方
六
団
体
会
長
等
が

出
席
し
、
政
府
か
ら
は
、
菅
総
理
大
臣
、
仙
谷
官
房
長
官
、

片
山
総
務
大
臣
、
野
田
財
務
大
臣
、
玄
葉
国
家
戦
略
担
当

大
臣
、
蓮
舫
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
等
が
出
席
し
た
。

　

冒
頭
、
菅
総
理
か
ら
は
地
域
主
権
改
革
は
、
住
民
参

加
に
よ
る
行
政
や
地
域
社
会
を
実
現
す
る
も
の
で
、
市
民

主
体
、
地
域
主
体
の
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
は
補
完
性

の
原
理
に
基
づ
く
地
域
主
権
改
革
の
推
進
は
不
可
欠
で
あ

る
。
所
信
表
明
演
説
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
ひ
も
付
き
補

助
金
の
一
括
交
付
金
化
に
着
手
し
、
各
府
省
の
壁
を
越
え

て
自
由
度
の
高
い
交
付
金
に
再
編
し
、
国
の
出
先
機
関
改

革
を
強
力
に
政
治
主
導
で
進
め
る
。
こ
れ
か
ら
年
末
に
か

け
て
正
念
場
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
が
、
地
域
主
権
改
革

は
当
政
権
の
最
重
要
課
題
と
し
て
政
治
主
導
で
取
組
み
、

改
革
の
実
現
に
最
大
限
の
努
力
を
す
る
。
地
域
主
権
改
革

は
国
と
地
方
の
共
通
の
方
向
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で

協
力
し
合
っ
て
進
め
て
い
き
た
い
、
と
の
発
言
が
あ
っ
た
。

　

地
方
六
団
体
側
か
ら
は
、「
今
後
の
地
域
主
権
改
革
の

推
進
等
に
つ
い
て（
意
見
）」を
提
出
す
る
と
と
も
に
、「
こ

の
度
の
内
閣
改
造
で
は
、
特
に
知
事
経
験
者
の
片
山
総
務

大
臣
と
な
り
、
非
常
に
大
き
な
期
待
を
持
っ
て
い
る
。
地

域
主
権
改
革
は
、
補
完
性
の
原
理
を
出
発
点
と
し
て
、
思

い
切
っ
て
地
域
に
権
限
、
財
源
を
移
し
、
地
域
に
で
き
る

こ
と
を
地
域
に
任
せ
る
と
の
考
え
方
で
あ
り
、
こ
れ
を
内

閣
の
重
要
な
政
策
課
題
と
し
て
、
先
月
の
施
政
方
針
演
説

の
中
で
非
常
に
明
確
な
形
で
明
記
し
て
い
る
。
地
方
側
と

し
て
も
こ
の
方
向
で
努
力
を
し
て
い
き
た
い
。
地
域
主
権

は
地
方
側
の
責
任
が
非
常
に
重
く
な
っ
て
く
る
。
地
方
と

し
て
は
人
材
の
育
成
等
を
し
て
責
任
が
果
た
せ
る
よ
う
努

力
す
る
。
ま
た
、
補
正
予
算
で
景
気
対
策
を
す
る
と
し
て

い
る
が
、
円
高
対
策
を
ぜ
ひ
実
施
し
て
も
ら
い
た
い
。
補

正
予
算
の
五
兆
円
の
な
か
で
、
地
方
が
創
意
工
夫
を
凝
ら

し
て
使
え
る
財
源
を
確
保
し
て
も
ら
い
た
い
」、
と
の
発

言
が
あ
っ
た
。

　

森
会
長
か
ら
は
、「
地
方
は
懸
命
の
行
革
努
力
を
進
め

て
き
て
お
り
、
定
数
削
減
や
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
の
引
下

げ
等
を
行
っ
て
い
て
、
歳
出
総
額
が
年
々
減
少
し
て
い
る

が
、
一
方
で
扶
助
費
の
増
加
が
著
し
く
財
政
圧
迫
を
招
い

て
い
る
。
既
に
、
人
件
費
の
削
減
努
力
も
限
界
に
き
て
い

る
。
国
の
一
層
の
行
革
を
強
く
求
め
る
。
ま
た
、
地
方
で

は
、
子
ど
も
手
当
が
地
元
の
銀
行
預
金
に
回
っ
て
い
る

が
、
こ
の
資
金
を
地
域
の
中
で
循
環
さ
せ
る
た
め
に
も
、

例
え
ば
、
遊
具
の
補
修
や
小
中
学
校
の
ト
イ
レ
の
改
修
な

ど
人
を
重
視
し
た
事
業
等
が
行
え
る
よ
う
、
そ
の
裏
付
け

と
な
る
国
の
責
任
に
よ
る
自
由
度
の
高
い
交
付
金
を
創
設

す
る
こ
と
」、
と
発
言
し
た
。

　

な
お
、
協
議
の
中
で
玄
葉
大
臣
か
ら
、
子
ど
も
手
当
を

増
額
す
る
場
合
の
現
金
と
現
物
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
に
つ

い
て
地
方
団
体
に
意
見
が
求
め
ら
れ
、
森
会
長
か
ら
は
、

子
ど
も
手
当
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
1
万
3
0
0
0
円
を

増
額
す
る
場
合
は
、
増
額
分
の「
子
ど
も
手
当
」の
現
金
の

額
は
、
国
の
責
任
に
お
い
て
全
国
一
律
と
し
、
そ
の
上
で
、

上
乗
せ
分
は
地
方
の
裁
量
に
よ
り
現
物
給
付
の
工
夫
が
で

き
る
よ
う
、
地
方
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

発
言
し
た
。

［
企
画
調
整
室
］

第
72
回
全
国
都
市
問
題
会
議
を
開
催
、

市
長
を
は
じ
め
約
1
8
0
0
名
が
参
加

　

10
月
７
日
、
８
日
の
２
日
間
、
神
戸
市
の
「
神
戸
文
化

ホ
ー
ル
」
に
お
い
て
、
東
京
市
政
調
査
会
、
日
本
都
市
セ

ン
タ
ー
及
び
神
戸
市
と
の
共
催
に
よ
り
、
第
72
回
全
国
都

市
問
題
会
議
を
開
催
し
た
。
テ
ー
マ
は
、「
都
市
の
危
機

管
理
」。
約
１
８
０
０
名
が
参
加
し
た
。（
詳
細
は
12
月
号

に
掲
載
予
定
）

［
調
査
広
報
部
］

「
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
検
討
会
議

作
業
グ
ル
ー
プ 

幼
保
一
体
化
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム

（
第
１
回
）」に
清
原
・
三
鷹
市
長
が
出
席

　

10
月
14
日
、「
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
検
討
会

議
作
業
グ
ル
ー
プ 

幼
保
育
一
体
化
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
」

の
初
会
合
が
開
催
さ
れ
、
本
会
か
ら
委
員
と
し
て
清
原
・

三
鷹
市
長
が
出

席
し
た
。

　

会
合
で
は
、

幼
保
一
体
化
を

議
題
と
し
て
意

見
交
換
が
行
わ

れ
た
。
清
原
・

三
鷹
市
長
か
ら

は
、
子
ど
も
園

（
仮
称
）
創
設
の

課
題
と
し
て
、
①
都
市
部
や
中
山
間
地
域
な
ど
地
域
ご
と

に
異
な
る
保
育
ニ
ー
ズ
や
課
題
に
的
確
に
対
応
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
、
②
幼
児
教
育
の
質
の
充
実
を
図
る
た
め
、

資
格
の
一
元
化
、
研
修
の
充
実
と
と
も
に
、
経
験
者
の
採

用
を
促
す
必
要
が
あ
る
こ
と
、
③
保
育
時
間
の
長
時
間
化

に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
④
障
が
い
児
や
被
虐
待

児
等
の
受
入
れ
を
公
平
・
公
正
に
保
障
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
な
ど
の
発
言
を
行
っ
た
。

［
社
会
文
教
部
］

自
由
民
主
党
税
制
調
査
会
で
、

安
樂
岡
・
館
林
市
長
が
、

平
成
23
年
度
都
市
税
制
改
正
に
つ
い
て
要
請

　

10
月
19
日
、
安
樂
岡
・
館
林
市
長（
財
政
委
員
会
委
員
）

は
、
自
由
民
主
党
税
制
調
査
会
（
会
長
：
野
田
毅
衆
議
院

議
員
）
の
総
会
に
出
席
し
、
都
市
自
治
体
の
立
場
か
ら
、

平
成
23
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
要
請
を
行
っ
た
。

　

具
体
的
に
は
、
本
会
の
「
平
成
23
年
度
都
市
税
制
改
正

に
関
す
る
意
見
」（
平
成
22
年
８
月
）
に
基
づ
き
、
①
国
と

地
方
の
役
割
分
担
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
地
方
が
担
う
事

務
と
責
任
に
見
合
っ
た
税
源
配
分
と
す
る
と
と
も
に
、
地

方
消
費
税
の
充
実
な
ど
に
よ
り
、
偏
在
性
が
少
な
い
安
定

的
な
地
方
税
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
、
②
地
球
温
暖
化
対

策
に
係
る
税
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
が
自
主
的
に

地
球
温
暖
化
対
策
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う「
地
方
税
」と
し
て

創
設
す
る
と
と
も
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
に
揮

発
油
に
課
税
す
る
税
（
国
税
）
を
新
た
に
創
設
す
る
場
合
、

現
在
、
地
方
公

共
団
体
に
全
額

配
分
さ
れ
て
い

る
現
行
の
地
方

揮
発
油
譲
与
税

の
仕
組
み
の
存

続
及
び
総
額
の

確
保
を
図
る
こ

と
、
ま
た
、
国

税
と
し
て
地
球

温
暖
化
対
策
の

た
め
の
税
を
新

た
に
創
設
す
る
場
合
、
地
方
公
共
団
体
の
地
球
温
暖
化
対

策
の
た
め
の
様
々
な
取
組
に
寄
与
す
る
配
分
に
つ
い
て
も

配
慮
す
る
こ
と
、
③
国
の
施
策
と
し
て
法
人
実
効
税
率
を

引
下
げ
る
場
合
、
地
方
減
収
と
な
ら
ぬ
よ
う
国
の
責
任
に

お
い
て
確
実
に
財
源
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
地
方
交

付
税
に
も
影
響
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
、
④
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
つ
い
て
は
現
行
制
度
を
堅
持

す
る
こ
と
、
⑤
航
空
機
燃
料
譲
与
税
の
必
要
財
源
は
維
持

確
保
す
る
こ
と
、
に
つ
い
て
実
現
が
図
ら
れ
る
よ
う
強
く

要
請
し
た
。

　

ま
た
、
現
在
検
討
さ
れ
て
い
る
補
助
金
の
一
括
交
付
金

化
の
質
疑
に
お
い
て
、
事
業
執
行
に
必
要
な
予
算
総
額
の

確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
地
方
に
対
し
制
度
設
計
の
具
体

的
な
内
容
を
早
期
に
明
確
化
し
て
ほ
し
い
旨
発
言
し
た
。

［
財
政
部
］

「
民
主
党
政
策
調
査
会　

子
ど
も
・
男
女
共
同
参
画

調
査
会
役
員
会
」に
社
会
文
教
委
員
長
の

倉
田
・
池
田
市
長
が
出
席

　

10
月
19
日
、「
民
主
党
政
策
調
査
会　

子
ど
も
・
男
女
共

同
参
画
調
査
会
役
員
会
」（
会
長
：
神
本
美
恵
子
・
参
議
院

議
員
）が
衆
議
院
第
二
議
員
会
館
で
開
催
さ
れ
、
本
会
か
ら

社
会
文
教
委
員
長
の
倉
田
・
池
田
市
長
が
出
席
し
、「
子
ど

も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
」
に
つ
い
て
、
都
市
自
治
体
の
立

場
か
ら
意
見
を
述
べ
、
出
席
議
員
と
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

　

倉
田
・
池
田
市
長
か
ら
は
、
①
「
子
ど
も
・
子
育
て
新

シ
ス
テ
ム
」
の
基
本
設
計
に
つ
い
て
は
、
第
１
回
「
基
本
制

度
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
」に
お
い
て
合
意
し
て
は
い
な
い
こ

と
、
②
以
前
扶
養
控
除
の
廃
止
等
に
よ
っ
て
税
制
改
正
が

完
了
し
た
と
の
説
明
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
制
度
設
計
の
根

幹
を
な
す
税
制
改
革
は
消
費
税
と
理
解
し
て
お
り
、
そ
の

財
源
が
な
い
と
す
べ
て
の
子
ど
も
・
子
育
て
家
庭
を
対
象

と
し
た
制
度
は
実
現
で
き
な
い
こ
と
、
③
子
ど
も
手
当
の

金
額
は
、
国
が
責
任
を
持
っ
て
全
国
一
率
と
し
、
そ
の
財

源
は
全
額
国
庫
負
担
と
す
る
こ
と
、
④
特
別
会
計
の
設
置

は
、
地
方
の
裁
量
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
地
域
主
権

の
理
念
に
反
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
を
信
用
し
て
い
な

い
と
受
け
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
⑤
保
育
料
、
給
食

費
等
の
未
納
問
題
に
対
応
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
子

ど
も
手
当
額
を
未
納
の
保
育
料
等
の
徴
収
す
べ
き
子
育
て

関
係
費
用
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
法
律
に
明
記
す

る
こ
と
な
ど
の
発
言
を
行
っ
た
。

［
社
会
文
教
部
］ 清原・三鷹市長

安樂岡・館林市長
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